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はじめに

　ＥＵにおける人権の保護は、どのような経緯をたどってきたのだろうか。

小稿の目的は、これを概観するところにある。

　ＥＵは、「人間の権利」を重視しているようである。加盟国が国際連合

においてＥＵとして発言しつつあるのは、その一端を示している1。特定の

第三国の問題を提起しつつ、分野別の対応（児童の権利や死刑制度の廃止な

ど）の牽引役にもなっている2。このような行動は、『民主主義と人権に向け

た欧州イニシアティブ』と呼ばれるＥＵ独自の財源をもって支援されるの

である3。域内に関しても、広範な分野において相当の蓄積がなされてきた。

経済活動の自由、第三国国民とその家族の再結合、企業を転属する従業員
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の権利、および個人データの保護等が、これに含まれるであろう。加盟国

機関や非政府組織（NGOs）とも柔軟に連携しているようにみえる。

　ＥＵによる人権の推進は、その基本条約を根拠としている。ＥＵ条約の

第６条によれば、ＥＵは、「加盟国に共通の原則」である「自由、民主主

義、人権と基本的自由の尊重および法の支配」に基づく組織である（第1

項）。同条はさらに、ＥＵに次の義務を負わせている。すなわち、欧州人権

条約（正式には「1950年11月４日にローマで署名された人権および基本的

自由の保護に向けた欧州条約」）により保障され、かつ「加盟国に共通の憲

法的伝統に由来する」基本的諸権利を、「共同体法の一般原則として」尊

重する義務である（第２項）4。このような義務の履行は、欧州司法裁判所の

管轄権にもしばしば服するのである（同第46条（d））。欧州憲法条約によれ

ば、人権の総合目録であるＥＵ基本権憲章が法的拘束力をもつ5。それと併

せて、半世紀の歴史をもつ欧州人権条約にＥＵとして加入することになる
6。憲法条約が発効すれば、ＥＵにおける人権の比重が高まることは明らか

であろう。

　とはいうものの、ＥＵは、その設立当初から人権保護に格別熱心であっ

たわけではない。だとすれば、それは、いかなる過程をへて「熱心になっ

た」のであろうか。この点を念頭におきながら、以下では、当初の状況か

ら1990年代までの展開を省察するものとしたい。

１．設立当初の諸共同体と人権規範

　ＥＵの起源は、1950年代に設立された３つの欧州共同体にある。石炭鉄

鋼共同体（ECSC）、経済共同体（EEC）および原子力共同体（Euratom）がそ

れであるが、これらの共同体の設立諸条約には、上述したＥＵ条約のよう

な規定は存在しなかったのである。もっとも、例外がひとつあった。欧州
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防衛共同体である。その設立条約は、本文においてたしかに次のように明

記していた。「（防衛）共同体は…市民の政治的権利および個人の基本的権

利を擁護する」と7。防衛共同体との併設が構想されたのが、欧州政治共同

体である。その政治共同体の設立条約草案においては、共同体の目的およ

び任務として「加盟国における人権および基本的自由の保護への寄与」が

掲げられていた8。それだけではない。同条約は、その「補完的構成部分」

をなすものとして、欧州人権条約の第１節および第１議定書にさえ、言及

していたのである9。ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギーおよびルクセ

ンブルクの５カ国は、防衛共同体条約を批准した。けれども、フランスの

国民議会が批准を認めなかった。両方の共同体は、結果として設立をみな

かったのである10。

　当時には、すでにECSCが、その設立条約の発効をうけて活動していた。

ECSCは、欧州統合における最初の超国家的（‘supra-national’）な組織であ

る。その象徴としてしばしば言及されるのが、設立条約の第９条である。

そこにおいては、最高機関の構成員は、「その職務の超国家的性格と相容

れないすべての行為を、慎まなければならない」とされた。さらに加盟国

は、「このような超国家的性格を尊重し、かつ最高機関の構成員による任

務の遂行に何らの影響も及ぼさない義務を負う」ことになったのである
11。同条約の第３部（第46条-第75条）が示すように、最高機関の権限が広範か

つ強力なものであったこと―そのエッセンスは大方、欧州委員会に継承さ

れている―は知られている。けれども、このECSCにかぎっていえば、その

設立条約が人権に一切触れなかったことは不思議ではない。活動の対象が

石炭および鉄鋼の分野に限定されていたからである。

　しかしながら、次いで設立されたEECの設立条約も同様に、明記するこ

とはなかった。このことは、EECの活動範囲の広さを鑑みれば、少々奇異

に映る。明記されなかった理由を、クレイグら（P.Claig and G.de Búrca）は、
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「機能的な経済統合は、国家が伝統的に保護してきた基本権を蚕食しない

であろうと考えられた」と説明する12。あるいはアルヌール（A.Arnull）は、

「蚕食すると予測した条約起草者もいたが、当該案件について加盟国が合

意できなかったのではないか」と推察するのである13。このような相違は

あるものの、少なくともEECは、経済という、防衛共同体等に比して非論

争的な分野からの統合を志向した。また、その頃には欧州審議会（Council

of Europe）が人権分野において一定の成果を挙げていた。審議会加盟国は、

1950年11月のローマにおいて欧州人権条約に署名した。発効したのは、53

年９月である。さらに翌54年５月には、同条約の第１議定書が発効をみた。

ECSC加盟国の大半は、EECおよびEuratom両設立条約に署名する57年３

月までに、これらのいずれにも加入していたのである。このような背景も

相俟って、EECの運営は、人権分野に関わらない形で開始されたのである。

２．欧州司法裁判所における積極主義の発現

　EEC設立条約は、しかしながら、人権保護と潜在的に関わる規定をいく

つか備えていた。それらの多くは、「差別の禁止」の要素を含みもつもの

であった。以下はその例である。第7条は、同条約の適用領域内において、

国籍にもとづく差別を原則禁止する内容であった。第40条では、農業市場

の共通組織を設立するに際して、生産者間や消費者間の差別を排除するこ

とが確認された。第48条は、労働者の自由移動を目指す規定であり、雇用

および報酬等の労働条件に対する差別待遇の撤廃を要請するものであっ

た。第52条は、営業の自由についての規定である。そこでは、他の加盟国

の国民による代理店、支店あるいは子会社の設立に対する制限を、漸進的

に撤廃するものとされた。また第119条において、同一労働に対する男女同

一賃金の原則が確保されるとしたのである。これらの規定は、欧州司法裁
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判所（以下、「司法裁判所」ないし「裁判所」とする）が人権保護の牽引役

となる素地を提供することになった14。

　司法裁判所は、共同体法の番人としての役割が付与された、ＥＵの司法

機関である15。しかしながら、加盟国の憲法が保護するような人権や基本権

を、共同体の枠内においても早速に適用しようと試みたわけではなかった。

1959年のStork事件においては、ECSC最高機関の決定とドイツ憲法の基本

権規定との両立可能性が問われた。あるいは1965年のSgarlata事件では、

EEC委員会の決定とイタリア憲法の同様の規定との関係が争点となった
16。裁判所は、これらの争点に関して明確な判断を避けたのである17。こ

のような姿勢が変化するのは、60年代も末になってからであった。すなわ

ち、69年のStauder事件において、裁判所ははじめて、基本権が「共同

体 法 の 一 般 原 則」で あ る 旨 に 言 及 し た18。翌70年 のInternationale

Handelsgesellschaft事件では、EEC設立条約が加盟国憲法の価値を共有す

るものであり、観念的にも連続すると述べたのである19。

　司法裁判所における変化は、1970年代以降の共同体法の趨勢を決定づけ

ることになった。とりわけ注目するべき事件として、Nold、Hauerおよび

Rutiliの３つがある。Nold事件は、石炭の買付けを制約するという委員会の

決定に対して、ドイツ・ルール地方の卸売業者が無効を求めたものである。

この事件において裁判所は、基本権を保護していない共同体の措置は無効

になりうると述べた。さらに、「加盟国が提携し、もしくは加入する人権

保護のための」国際条約もまた、共同体法の指針となることを明らかにし

たのである20。Hauer事件の焦点は、ブドウの植付けを一定期間にわたって

禁止するＥＣ規則が、土地所有者の「財産の権利」および「貿易の自由」

を侵害するのか否かにあった。ここで裁判所は、ドイツ、イタリアおよび

アイルランドの憲法規定を援用した。そのような援用を通じて、個人の財

産権が必ずしも無制約には保護されていない現状を確認したのである。加
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えてHauerでは、欧州人権条約の規定を裁判所としてかなり詳細に分析す

ることになった21。1970年代には、すべてのＥＣ加盟国が欧州人権条約への

加入をはたした。これにより、人権条約に対してＥＣとして傾注する条件

が整ったのである22。Rutili事件は、基本権に関する司法裁判所の判例法を、

ＥＣ機関のみならず、共同体法の適用領域にある加盟国の行為にも拡大し

た点において画期的とされた23。

３．1970年以降の展開　～マーストリヒト条約まで

　ＥＣにおける人権の保護は、以上のように、司法裁判所の方針転換を基

点とするものであったといえる。それにやや遅れて他のＥＣ機関は、人権

に比重をおくようになったのである。その象徴的な例は、欧州議会、理事

会および委員会による『基本権に関する共同宣言』である。1977年４月に

採択されたこの宣言において、これらの機関は、「基本権、とりわけ加盟

国の憲法と欧州人権条約に由来するそれを重視することを強調」した。さ

らに、「権限を行使し、かつ欧州共同体の目的を遂行するに際して、これ

らの権利を尊重し、また尊重し続ける」と誓約したのである24。このたぐい

の宣言は、翌78年の宣言のように、ＥＣ首脳会議や後の欧州理事会によっ

ても行なわれた。また、人種主義・差別や開発協力等の特定された主題に

沿っても、同様に宣言や決議が採択されるようになったのである25。

　単一欧州議定書が次の点を明記したのも、このような趨勢を反映しての

ことであった。すなわち、ＥＣ加盟国の元首または政府首脳は、「加盟国

の憲法と法、人権および基本的自由の保護のための条約［欧州人権条約の

こと－筆者］および欧州社会権章において確認されている基本権、とりわ

け自由、平等ならびに社会的公正に基礎をおく民主主義を推進するために

協働することを決意」する、と。マーストリヒト条約はさらに、以下のよ
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うに述べた。ＥＵは、「1950年11月４日にローマで署名された人権および

基本的自由の保護のための条約［同上］が保護し、また加盟国に共通の憲

法的伝統に由来する基本権を、共同体法の一般原則として尊重する」。単

一欧州議定書の言及は、前文においてであった。対して、マーストリヒト

条約は、その本文である第F条においてであった。以上のように、漸進的な

がら人権の一定の価値を見出すことが、ＥＵとしてなされたのである26。

　しかしながら、マーストリヒト条約においてさえ、司法裁判所の管轄権

を無条件に強化したわけではない。第F条における言及は、たしかに欧州人

権条約の重要性を喚起した。しかしながら、同項の文面は、ＥＣ/ＥＵに対

する欧州人権条約の法的拘束力を認めているようにはみえないのである。

さらに同項は、マーストリヒト条約の第Ⅰ編の「共通規定」におかれた。

したがって、第1柱である欧州諸共同体に加えて、政府間協力の分野である

共通外交・安全保障政策（CFSP）および司法・内務協力（JHA）に対しても適

用されると想定できるかもしれない27。とはいえ、同条約では、別にM条と

いう条項が設けられた。そのM条からは、マーストリヒト条約が影響を与え

うるのは、欧州共同体設立条約を改定する規定や同設立条約の最終規定の

みである旨が読み取れるのである28。

　マーストリヒト条約に先立っては、欧州議会が『基本権および自由の宣

言』を採択した。89年４月のことである。同年の12月には、ＥＣにおいて

『労働者の基本的社会権に関する共同体憲章』が承認された。これらの文

書は、法的拘束力をもつものではない。前者の欧州議会宣言は、「ＥＣに

よる、ＥＣとしての」人権文書を起草しようとする初の試みであった。そ

れは、前文と28の条文をもつものであった。欧州議会への請願権や環境お

よび消費者保護を含む、広範な目録を備えていたのである。けれども欧州

委員会とＥＣ理事会は、宣言を支持しなかった。ＥＣ設立条約の規定との

矛盾点が少なくない。あるいは、加盟国がもつ固有の権限を蚕食しかねな
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いという理由からであった29。後者の共同体憲章については、イギリス政府

の同意を得ることに失敗した。同憲章が定める事項は、加盟国の権限にほ

ぼ属していた。ゆえに、その実行を求めるいかなる協定も、不必要である

とみなされたのである。結果的には、他の11カ国政府による採択という形

がとられることとなった30。

　双方の試みは、このように、具体的な成果をうむものではなかった。と

はいえ、それらは、ＥＣ/ＥＵが単
・
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兆を示していたのである。

４．ＥＣ/ＥＵによる人権への注力：背景

　それでは、加盟国はそもそも何故、ＥＣ/ＥＵとして人権に関心をよせ、

場合によってはその保護に注力するようになったのであろうか。この点を

整理しておこう。

　まず挙げられるのは、司法裁判所が、ＥＣ法と加盟国法の関係を明確に

しはじめたことである。すでにみたように、司法裁判所は最初、ＥＣの活

動を基本権と連関させることに消極的であった。そのなかで「国内立法に

対する共同体法の優位性」の原則を確立させたのである。確立の契機は、

1964年のCosta v. ENEL事件にあった31。優位性原則を確立することは、円

滑な経済統合を共同体が志向するうえで不可避であったと思われる。しか

しながら、それでも、加盟国の見地からすれば、自国憲法の基本権を侵害

するようなＥＣ立法を優位性のもとで受容するには抵抗がある。そのよう

な抵抗を和らげる方策として、「個々の加盟国が受け継いできた法的遺産

にとって本質的な権利、すなわち人権を、最高の法である共同体法によっ

て侵害されないよう、何らかの形で保護すること」が要請されるのである
32。以上の背景をうけて司法裁判所は、慎重ながらも「人権」なるものに着
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手することになった33。

　したがって、人権に対する裁判所の積極性は、現実的な対応を迫られた

結果として発現したものといえる。換言すれば、それは、人権の崇高な理

念に裁判所が触発されたわけでは必ずしもなかったのである34。ダグラス・

スコット（S. Douglas-Scott）のいうように、当初にみせた消極的な姿勢を

「若気の至り」と断ずるのは酷である35。けれども、共同体の将来に向けて

先見の明が少々不足していたとはいえるかもしれない。

　域内市場の形成はしばしば、個人の基本権に強大な影響を与えることに

なった。この点は、やはり司法裁判所の判例から示唆をえることができる。

1994年のBananas事件では、第三国からのバナナの輸入に関税割当てを設

けたＥＣ規則が問題となった36。同じ年のSMW Winzersekt事件で争われた

のは、発泡性ワインの名称使用を制限する規則であった37。これらの規則

は、バナナ輸入業者やワイン生産者が享受する権利－この場合は「財産の

権利」および「貿易の自由」である－を侵害しているのではないか、と疑

われたのである38。

　留意するべきは、加盟国がＥＣのルールを実施する局面においても、基

本権が問われうることである。ＥＣの代理者として加盟国が行為するので

あれば、ＥＣ・加盟国間における基本権の一貫性を保つ必要が出てくるで

あろう。89年のWachauf事件や91年のERT事件では、この点が提起されたも

のと捉えられる39。

　第２に、加盟国の国民は、ＥＣ/ＥＵの権限が拡大されるにつれ、以前に

も増して欧州統合に関心をもつようになった。そのような関心は、統合に

対する期待感と不安感の両方からおそらくは高じるものである。しかしな

がら、それとあわせて惹起されるのが、いわゆる民主主義の未成熟

（democratic deficit）の問題である40。ＥＵの首脳や諸機関は、この問題に

対応する必要に迫られた。欧州議会の権限を強化し、あるいは加盟国議会
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の関与を増大させたことは、そのような対応の例である。それと同時に、

一定の規範を重視することにより、ＥＵの民主的正当性を向上させようと

した。民主主義や法の支配とともに、人権の尊重が、そうした規範に含ま

れたのである41。

　このような規範が最も明確な形で示されたのが、ＥＵ市民権の導入であ

るといえる42。マーストリヒト条約は、加盟国の国籍をもつすべての個人を

「ＥＵの市民」であるとした（ＥＣ設立条約第８条、アムステルダム条約に

より第17条に移動）。市民権の導入を通じて、「加盟国国民の権利および利

益の保護を強化」しようとしたのである（第B条）。具体的には、「すべての

加盟国内を自由に移動および居住する権利」（第8a条、同第18条）、「他の

加盟国に居住する市民の地方議会および欧州議会の選挙権ならびに被選挙

権」（第8b条、同第19条）、「外交上の保護権」（第8c条、同第20条）、「欧

州議会への請願権」および「ＥＵオンブズマンへの請求権」（第8d条、同

第21条第1段）が保護された。アムステルダム条約では、さらに、「条約が

明記する12の言語のひとつでＥＵ機関に手紙を書き、それと同じ言語で回

答をえる権利」（ＥＣ設立条約第21条第２段）が追加されることとなった。

これらの市民権は、国家のそれに代替するものではない。あくまで補充す

るものである43。基本条約におけるＥＵ市民権の列挙は、ある意味において

政治的産物であったのである。

　もっとも、「いかなる人権」を「どの程度」、ＥＵの規範とするべきで

あるのか。これを確定することは難しい。これには2つの背景がある。ひと

つは、ＥＵが当該分野に「進出」することにより加盟国の主権が形骸化さ

れる、という危惧に由来する。あとひとつは、権利というものに対する捉

え方は国家により相違するのが自然である。ゆえに、ＥＵレベルにおける

画一的な権利保護は、理念的に好ましくないという考えである。しかも、

これらの事項を検討する間にも、権利の概念じたいが変容しているのであ
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る。しかしながら、少なくとも次のようなことがいえまいか。権利や価値

を尊重しないＥＵは、いまや圧政以外のなにものでもない、と44。

　第３に、加盟国にとって人権は、その欧州的アイデンティティーを再認

するための手段であった。あるいは、ＥＣ/ＥＵ域外の地域ないし諸国に対

して団結する媒体にもなりえたのである45。米カーター政権が展開する

「人権外交」は、加盟国にＥＣ/ＥＵとして追随する機会を提供した。直接

普通選挙により選出された欧州議会は、民意をくんで、内外の人権侵害に

敏感に反応したのである46。第２次世界大戦終結後の国際社会において、人

権は、急速に規範化および制度化の道をたどった。国際連合は、その設立

後直ちに人権委員会を設置し、世界人権宣言とジェノサイド条約を採択し

た。以降も広範な事項において、このような趨勢が継続されることになる。

人種差別撤廃条約、自由権規約（およびその議定書）、社会権規約、女子差

別撤廃条約、拷問等禁止条約、児童の権利に関する条約はその表徴である。

欧州においても、欧州人権条約の議定書や欧州社会憲章が発効した。以上

の展開のなかで、加盟国は、個別に行動するのと並行して、ＥＣあるいは

ＥＵとして行動することにも利益を見出したのである47。

　ＥＣ/ＥＵの対外関係において人権は、東西冷戦の終結以降、さらに重視

されるところとなった。加盟国の開発相よりなる理事会は、1991年に「重

大かつ継続的な人権侵害」があれば「適切な対応を考慮する」と言明した
48。93年のコペンハーゲン欧州理事会は、「民主主義、法の支配、人権およ

び少数者の尊重を保障する制度を確立すること」をＥＵの加盟基準のひと

つに設定したのである49。いわゆる政治的コンディショナリティの導入で

ある。そのようなコンディショナリティを導入したのは、ＥＣ/ＥＵのみで

はない。旧西側先進諸国やそれらの諸国を中心とする国際組織により、広

範に採用された。その典型は、欧州復興開発銀行（EBRD）であろう。91年に

設立されたEBRDは、中・東欧諸国において「開かれた市場経済を育成」
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し、かつ「民営化と私企業化に向けたイニシアティブを促進」することが

目的であった。EBRD設立協定においては、加盟する中・東欧諸国は、「多

党制民主主義、多元主義および市場経済」に「注力」し、あるいはそれら

を「適用」する（第１条）。さらに、そのような規定と相反する政策を参加

国がとった場合には、EBRDの統括機関が「支援の停止もしくは変更」を

考慮するとされたのである（第８条第３項）50。対外的にはこのように、特定

の価値や規範を要請し、場合によっては強要する動向が強まった。ＥＵに

おいても、例外ではなかったのである51。

　ＥＣ/ＥＵによる人権への取組みは、こうした背景に負うところが大き

い。ゆえにそれは、ＥＣ/ＥＵが手がける他の多くの政策に比して、後発的

ないし付随的なものと捉えられるかもしれない。しかしながら、欧州統合

のプロジェクトは、本来、高度に規範的な理念を内包してきた。戦間期よ

り統合運動を牽引したクーデンホーフ・カレルギー伯爵や、石炭・鉄鋼市

場の超国家的管理を提唱したジャン・モネの底流には、平和や人間性への

希求があった52。最初の共同体であったECSCの設立条約は、人権に言及し

ていない。けれども「世界の平和は…創造的な努力によってのみ守ること

ができる」等の記述が前文にはあった。現在のＥＵも、このような思考と

無縁でいることはできない。人権の問題は、その絶好のテストケースであ

るようにみえる。

５．1996年３月の司法裁判所意見（Opinion ２/94）

　さて、1996年３月に司法裁判所が出した意見（Opinion ２/94）は、ＥＵに

おける人権政策の道程に影響を与えることになった53。この意見は、ＥＵ理

事会が前々年に行なった要請に答申したものである。ＥＣは欧州人権条約

に加入できないという主旨であった。ＥＣ加盟国は、1974年５月のフラン
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スをもってすべて、欧州人権条約への加入を果たしていた。それゆえに欧

州委員会や欧州議会が率先して、ＥＣとして加入する必要を提起していた

のである54。しかしながら、とりわけ反響を呼んだのは、ＥＣが加入できな

い理由に関してであった。意見では、「現行の共同体条約のいかなる規定」

も、「人権に関するルールを実行し、あるいは当該分野において国際的な

取決めを結ぶ一般的な権限を共同体機関には付与していない」とされたの

である55。

　「人権の尊重は…たしかに共同体行為の合法性を確保するための条件で

はある。けれども、欧州人権条約への加入は、共同体を異なる国際的制度

体制へと組み込み、あるいは人権条約のすべての規定を共同体の法秩序に

統合させるがゆえに、共同体の現行の人権保護体制を実質的に変更するこ

とにもなる。

　…共同体における人権保護体制のそのような変更は、基幹的な制度的含

意を共同体および加盟国に等しく伴わせるために…憲法的な重大性をもち

うるものになる」56。

　裁判所意見は、主には法学者の論議を活性化した。その詳細をここで検

証する余裕はない。ただし、エークハウト（P. Eeckhout）の次の分析は、意

見に対するオーソドックスな見解であるようにみえる。「司法裁判所が真

にこだわったのは…基本条約がＥＣに付与する権限よりも、むしろ欧州人

権条約システムとの両立性ではないか。裁判所の解釈に仮に異論がないに

せよ、その意見から、ＥＣ（あるいはＥＵ）が基本権保護に関する権限をまっ

たくもたないと結論することは的外れであろう」、と57。欧州に「２つの異

なる人権保護基準」があることは、かねてより指摘されていた。たとえば

1989年のHoechst事件において、裁判所は、事業所は専断的な干渉から保護

されると述べている。裁判所はまず、「私生活および家族生活が尊重され

る権利」を規定する欧州人権条約第８条第１項が、そのような干渉からの
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保護を与えていないことを確認した。にもかかわらず、加盟国の憲法的伝

統に由来する一般原則の見地から保護される、と判示したのである。しか

しながら、欧州人権条約に基づいて設置される欧州人権裁判所は、司法裁

判所とは逆の立場をとることになった。３年後のNiemitz事件においてで

ある58。あとひとつの例は、「黙秘する権利」に関してである。89年の

Orkem事件において司法裁判所は、次のように判断した。競争法に依拠し

て欧州委員会監査を受ける企業は、欧州人権条約第６条の規定からそのよ

うな権利を主張することはできない、と。対して欧州人権裁判所は、条件

付ではあるものの、黙秘権の存在を肯定しつつあると推測できるのであ

る59。

　ＥＣないしＥＵが人権条約に加入すれば、このような分離を防止するこ

とが可能となる。とはいえ、司法裁判所の意見は、ＥＣの加入能力を否定

するものであった。裁判所の意見は、結果的に、ＥＵにおける人権保護の

在り方をあらためて提起するものとなったのである。

６．賢人委員会報告（1998年）の提言

　1998年には、賢人委員会が『率先垂範：2000年に向けたＥＵの人権課題』

という報告を作成し、現状分析と提言をまとめた60。委員は、旧ユーゴスラ

ビア国際刑事裁判所のＡ．カセズ判事、欧州議会のＣ．ルミエール議員、

マッギル大学法学部のロイプレヒト氏、および国連人権高等弁務官のM．ロ

ビンソン氏の４名である（肩書は当時）。提言の対象は、98年12月にウィー

ンで開催される欧州理事会であった。報告において賢人委員会は、ＥＵの

人権政策は６つの方法をもって方向付けられるべきであるとした。その第

１は、加盟国が国際的な人権の義務を遵守することである。ここでいう人

権の義務には、条約および一般的規範のほか、とりわけ各国首脳がウィー
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ンで採択した『行動宣言およびプログラム』への政策コミットメントが含

まれる。第２は、ＥＵが、人権の普遍的性格およびそれがすべての個人に

適用されるべき旨に留意することである。第３は、いわゆる市民的・政治

的権利と経済的・社会的・文化的権利は不可分であり、すべての権利が共

通善を促進する手段として位置づけられることである。第４は、域内政策

と対外政策の一貫性を高めることである。両者は同じコインの両面である

ため、一貫性の欠如は政策全般の信用を失墜させかねない。第5は、情報基

盤を強化することにより、当該分野における意思決定の一貫性および透明

性を向上させることである。この点についてＥＵは体系的な情報収集に失

敗しているとする。第６は、人権はＥＵの政策の本流となり、そのすべて

の活動へと統合および普及することである61。なお、ＥＵの主な人権アジェ

ンダとして以下のものを挙げている。人種主義・外国人排斥、障害者、非

人間的な拘置状況、難民、第三国国民および社会的権利がそれである62。

　以上を確認したうえで、賢人委員会は、目的の達成に向けたイニシアティ

ブを要請したのである。やや長くなるが、列挙しておこう。

（ａ）欧州委員会は、人権問題担当の委員を任命する。彼は、同機関のすべ

ての活動を人権と調和させる任務を負う、

（ｂ）ＥＵ理事会は、専門の人権部局を設置する。部局は、共通外交・安全

保障政策の上級代表への情報供与等を行なう、

（ｃ）ＥＣ法を発達させるに際しては、個人と公的利益団体が重大な人権侵

害を円滑に欧州司法裁判所へと提訴できるようにする、

（ｄ）人権を監視するエージェンシーを設置し、ＥＣ法の適用に関わる人権

の情報を収集させる。設置に向けては、現存の欧州人種主義・外国人

排斥監視センターの任務を拡大するか、あるいはそれとは別個に設け

ることが考えられる、

（ｅ）適正な分析と意思決定を行なうには、均整のとれた、客観性の高い人
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権調査が必要である。欧州委員会は、理事会や新たなエージェンシー

と連携し、かつ補完性原則を念頭におきながら、グローバルな報告を

行なう、

（ｆ）欧州議会は、人権を率先して促進する。欧州議会事務局における専門

家の配置、院内委員会である「市民的自由・域内問題委員会」および

「対外問題・安全保障・防衛政策委員会」の人権に関する下位委員会

間の調整、加盟国議会の人権委員会との連携、欧州委員会および理事

会との協力等を進める、

（ｇ）欧州社会憲章とともに、たとえ条約の改正が必要であろうとも欧州人

権条約に加入する、

（ｈ）理事会の人権評議会（COHOM）に加えて、人権問題を担当する加盟国

の閣僚との連携を強化する、

（ｉ）欧州委員会が実施する開発協力プログラムを強化し、その透明性を高

め、かつその評価方式を体系化する。人権保護に否定的な影響を与え

うる開発プロジェクトをＥＵとして調査する、

（ｊ）非国家的な行為主体が人権に関わりつつある現状を鑑みつつ、欧州委

員会は、現行の行動規範を調査し、かつＥＵとしての公式の規範を起

案する、

（ｋ）第三国との50を超える協定に導入されている人権規定に、一定の基準

を設ける。それらの規定を適用するに際しては、一貫性と柔軟性を均

衡させる。協定の停止あるいは破棄を行なうための手続きを明確にす

る。そのような手続きにおける欧州委員会と欧州議会の権限を明瞭に

する、

（ｌ）欧州委員会は、アムステルダム条約において新たに導入された規定

［ＥＵ条約第7条規定のことである－筆者］に基づいて加盟国の権利を

停止する手続きを研究する、
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（ｍ）ＥＵ諸機関は、より効果的に非政府組織と諮問する。また、それらの

組織と体系的かつ生産的に連携できる常設のフォーラムを組織する、

（ｎ）人権教育を優先課題とする63。

　報告は、次のように指摘して括られている。報告が提唱する内容の多く

は、必ずしも条約の改正を要請しておらず、現行の法的枠組みにおいても

実施可能である。黙示的権限あるいは柔軟性条項として知られるＥＣ設立

条約第308条（当時は第235条）を、積極的に活用するべきである。ＥＵの人

権政策は、補完性原則と調和するべきであるのと同時に、その原則によっ

ても要請されるものである。人権を推進するうえで法的制約の少ない共通

外交・安全保障政策において、さらなる推進を志向するべきである、等で

ある64。賢人委員会の提言の多くは、漸進的にではあるものの、ＥＵにおい

て採用されたか、あるいは採用が構想されつつあるといえよう65。

　翌99年には国際法学者のアルストン（P. Alston）らが、『ＥＵと人権』を

オックスフォード大学出版から刊行した66。同書は、２つの点において画期

的である。第１に、欧州統合における人権問題を、タイムリーな関心をも

ちつつ、網羅的に射程している。すなわち、総論のほか、「欧州における

人権政策の哲学的側面」、「ＥＵの機能と人権」、「社会権」、「市民権

および環境権」、「対外関係と人権」、「人権コンディショナリティ」お

よび「機関と行為主体の役割」という主題から、合わせて28もの論文を収

録するのである。第2に、当該分野を対象とする研究は、その後、飛躍的に

増大した。その背景には、ＥＵ基本権憲章の起草やＥＵの欧州人権条約加

入の展望等がある。しかしながら、それでも、同書が多大なインスピレー

ションを与える内容であったことは間違いない。その意味において同書は、

ＥＵ人権研究の起点となりうるものである67。
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結びに代えて

　マーストリヒト条約の次の基本条約であるアムステルダム条約は、ＥＵ

が「加盟国に共通の原則である自由、民主主義、人権と基本的自由の尊重

および法の支配」に基づいて設立されると規定した68。加えて同条約は、こ

れらの原則に違反する加盟国に制裁を科す権限をＥＵに付与することに

なった69。共同体の領域においては、差別－ここでは「性別、人種もしくは

民族的出自、宗教もしくは信条、身体的障害、年齢もしくは性別傾向にも

とづく」ものとなっている－と戦うための政策を実施できるようになって

いる70。その他、マーストリヒト条約において制度化された「司法・内務協

力」が、「刑事問題における警察・司法協力」として再編されたのである。

　小稿の目的は、1950年代の共同体設立時から90年代までの展開を概観す

るところにあった。次の２点が、その作業を通じて読み取れる。第１に、

ＥＵにおける人権の保護は、漸進的ながらも強化されてきた。ある意味で

はここに、長期にわたる地域主義の成果が表われているといえるのである。

第２に、しかしながらそのような強化は、複合的な背景に負うものであっ

た。それは、崇高な理念としての人権にＥＵとして啓発された帰結とは言

い難かったのである。もっとも、このような経緯は、際限なき構築の過程

にある政治制度に不断に付きまとうものであるのかもしれない。

　いずれにせよＥＵは、より実効的に人権を保護しうる趨勢にある。けれ

ども、そうするに際しては、加盟国の権限やその多様性に配慮することが

要請されるであろう。こうした状況下において、適切な人権政策のあり方

が模索されているのである71。
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